	提出日
	
	年
	
	月
	
	日


*作業開始日以前に提出してください。

アルバイト雇用届　
＜裏面留意事項も確認してください＞
※雇用者(研究者)は雇用条件欄(太枠)に記入・押印の後、被雇用者(作業従事者)に内容を提示してください。
※被雇用者(作業従事者)は内容確認のうえ、作業従事者確認欄(点線枠)に記入してください。
	【雇用者(研究者)および被雇用者(作業従事者)の確認事項】

◆雇用者(研究者)は、本件雇用について、研究費の目的とルールに従って公正、適正に執行するものとし、その責務を負います。
◆被雇用者(作業従事者)は、本件雇用に関する作業と結果報告を正確におこなうものとし、その責務を負います。

	執行予算
	
	間接経費
	
	受託研究（　　　　　　　　　　）
	
	G-COE(                      )
	科学研究費補助金

	
	立命館大学の研究支援制度
	
	学外共同研究（ 　　　　　　　　）
	私大戦略的研究基盤形成支援事業
	
	特定
	
	萌芽

	
	
	研究推進P(          )
	
	奨学寄附金（　　　　　　　　　）
	
	ハイテクリサーチ（　 　 ）
	
	基盤（　　   　）

	
	
	研究成果の国際的発信
	
	研究資金繰越管理（　　　　　 ）
	
	オープンリサーチ（　  　）
	
	若手（   　　　）

	
	
	その他の学内制度

（　　　　　　　 　　　　　　　　　）
	
	その他の外部資金

（　　　　　　　　　　　　　  ）
	
	学術フロンティア（　  　）
	
	分担金

	
	
	
	
	
	
	社会連携研推
	
	光合成
	
	その他（　　　　　　）


*科研費・私大戦略的基盤形成・G-COEの場合、あるいは学内研究推進プログラムなどの共同研究の場合は研究代表者名を記入してください。
	研究代表者氏名
	
	事務局宛通信欄

	
	
	


【雇用条件欄】
	単　価
	□ 時給：実働1時間あたり
	
	円
	基準：学部生800円、博士課程前期・修士950円、

博士課程後期1,200円

	
	□ 出来高：
	
	※出来高作業の基準については研究者向けガイドブックをご参照ください。

	作業期間
	開始日：　　　　　年　　　　月　　　　日　～　完了日：　　　　　年　　　　月　　　　日

	作業内容
	

	主たる　　就業場所
	

	雇用者

(研究者)
	所属：
	
	職名：
	
	氏名

（自署）
	印　

	作業指揮（管理）者が雇用者と異なる場合、作業指揮管理者は以下の欄に記入してください。

	作業指揮(管理)者
	所属：
	
	職名：
	
	氏名

（自署）
	印　

	
	連絡先TEL(携帯可):
	ﾒｰﾙ：
	　　　　　　＠


【作業従事者確認欄】
	住　所
	〒


	氏名

（自署）
	（学生証番号：　　　　　　　　　　）

	所　属

職名等
	□学部生　□ TA勤務学生　□修士/前期課程　□後期課程
□非常勤講師　□その他（　　   　　　　　　　　  　）
	連絡先
(携帯可)
	TEL：
ﾒｰﾙ：　　　　＠

	扶養控除(異動)申告書の本学への提出
	□ 本学に提出済（扶養者数　　　 　　人）

□ 出した事はない   □他の会社等に提出済
	生年
月日
	
	年
	
	月
	
	日

	振 込 先 情 報

非常勤講師の方は給与合算になります。教職員CD記入↓
	銀 行 名：
	
	銀行
	
	支店

	
	預金種目：
	普通　・　その他(　　　 　)
	口座番号：
	

	
	
	
	
	
	
	
	口座名義：
	
	フリガナ：
	


【以下事務局処理欄】　
	所見(特記事項)
	雇用届番号

FBｺｰﾄﾞ
	承認
	点検・確認
	受付

	資格外活動許可書の確認（ 未 ・ 済 ・ 不要 ）

扶養控除(異動)申告書の確認（ 未 ・ 済 ）( 甲 ・ 乙 ・ 丙 )

★　1月以降税区分変更（ 有 ・ 無 ）（ 甲 ・ 乙 ・ 丙 ）
	
	
	
	


※本様式に記載された個人情報はアルバイト賃金のお支払い以外の目的には一切使用いたしません。　　　　　　　　　　　　　　　研究部様式3-1
	アルバイト雇用／就労にあたっての留意事項
【ルールの遵守】

· 労働基準法はアルバイトにも適用されます。雇用者、作業指揮(管理)者は労働基準法を遵守し、過密もしくは長時間の労働とならないよう十分に配慮してください。
· 研究費によるアルバイトの雇用／就労に当たっては学内のルールを遵守し手続きを行ってください。 アルバイト雇用届は必ず作業開始までに提出してください。
【アルバイト雇用できない場合】
· 日本学術振興会特別研究員は、研究活動への専念義務があるためアルバイトは原則禁止されています。

例外：大学等の非常勤講師、ＴＡ、ＲＡ、その他大学等高等教育機関において学生を指導・教育する場合は、週あたり合計５時間以内であれば認められます。受入研究者の許可も必要です。
· 本学または他大学・企業等と雇用関係にある方のアルバイト雇用は、それぞれの雇用契約、就業規則等により制限されます。一般に、常勤で雇用されている方はアルバイトできません。

· 留学生は、資格外活動許可書が無ければ不法就労になるため雇用できません。雇用する場合も、資格外活動許可書により許可された時間を越えて就労させることはできません。出来高払いの場合も、許可時間内に作業を終了できるよう、配慮してください。
【法定労働時間】

· 労働基準法による法定労働時間は、１日8時間以内、１週40時間以内（起算日を月曜とする）です。

· アルバイトの勤務時間は法定労働時間以内とし、超過勤務が発生しないよう配慮してください。

【休憩時間】

· 労働基準法により、1日6時間を越える労働に対しては45分、8時間を越える労働は1時間の休憩を与えることが定められています。

【休　　日】

· 労働基準法により、1週につき1日の休日を与えることが定められています。

【深夜労働】

· 労働基準法により、22時～翌朝5時の勤務は深夜労働であり25％の割り増し賃金を支給することが定められています。

· 深夜労働については、その時間帯でなければ当該業務を行い得ない客観的合理的理由がある場合に限ってください。
【留学生の場合(原則として就労の認められていない在留資格(注1)を有する者)】
（注1）…Ex「留学」、「家族滞在」、「研修」、「文化活動」
· アルバイト雇用届提出時に、有効な資格外活動許可書（原本）を提示してください。

· 資格外活動許可を得ていない時は、業務を開始する前に、留学生本人が、入国管理局で資格外活動許可を得なければなりません。資格外活動許可の申請については国際教育課で相談してください。

· 学内外での複数掛け持ちアルバイトは可能ですが、合計の時間数が、資格外活動許可を得た時間内でなければなりません。許可される上限は以下の通りです。
正規学生の場合

開講中：1週間に付き28時間以内

夏期休暇・春期休暇中：1日に付き8時間以内

非正規生（聴講生、研究生）の場合

　開講中：1週間に付き14時間以内

　夏期休暇・春期休暇中：1日に付き8時間以内

· アルバイト活動を行う際、資格外活動許可書の原本を携帯してください。

· 資格外活動許可の「許可の期限」を更新した場合、雇用主に対して再度原本を提示してください。
【源泉徴収税について】

· ２ヶ月を超えて就労する場合は「扶養控除(異動)申告書」を提出してください。他部課あるいは他の事業所に提出している場合は、その旨申し出てください。

· 「扶養控除(異動)申告書」は１年単位です。４月から１２月までに提出された場合も、１月には新年分を提出してください。他の事業所等に提出する場合は、その旨申し出てください。
· 源泉徴収票は１月末～２月はじめに人事課から送付されます。


　研究部様式3-1裏面　　
